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平成２１年（行コ）第２１３号 

八ッ場ダム公金支出差止等（住民訴訟）請求控訴事件 

控訴人  深澤 洋子  ほか３７名 

被控訴人 東京都水道局長 ほか４名 

行政庁（国土交通大臣）の訴訟参加申立書 

 

平成２４年１月２７日 

東京高等裁判所 民事第５部 御中 

 

控訴人ら訴訟代理人弁護士    高    橋    利    明 代 

 

同                         大    川    隆    司 代 

 

同                         羽    倉    佐 知 子 代 

 

同                         只    野          靖 代 

 

同                         土    橋          実 代 

 

同                         西  島     和 代 

 

同                         谷  合  周  三   

 

同（復）          島     昭  宏 代 

 

ほか２８名 
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第１ 訴訟参加申立の趣旨 

下記行政庁を御庁頭書事件（平成２１年（行コ）第２１３号事件）の訴訟に参

加させる 

記 

〒１００－８９１８  東京都千代田区霞が関２丁目１番３号 

国土交通大臣 

との決定を求める。 

 

第２ 訴訟参加申立の理由 

１ 本件訴訟における治水対策上の必要性等に関する争点について、審理判断を行

うためには、以下のとおり国土交通大臣の訴訟参加が必要不可欠である。 

２ 八ッ場ダム建設計画の適否について 

（１）原判決は、八ッ場ダムの治水対策上の必要性の有無について、控訴人らが、

原審において、河川法施行令３８条に基づく納付通知の前提となる「利根川水

系工事実施基本計画及び利根川水系河川整備基本方針」（八ッ場ダムの治水対

策上の必要性）自体の瑕疵、あるいは、八ッ場ダムの建設に関する基本計画な

いしこれらに基づき建設される八ッ場ダムそれ自体（ダムサイトの危険性、地

すべりの危険性）の瑕疵」を主張しているとし、「これらの瑕疵が重大かつ明

白であって、利根川水系工事実施基本計画ないし利根川水系河川整備基本方針

及び八ッ場ダムの建設に関する基本計画が無効であるなどの特段の事情がな

い限り」、東京都の受益者負担金の支出は、違法とはいえないとの判断基準を

示した〔原判決６０頁（イ）〕。 

（２）かかる判断基準自体が誤りであることについては、控訴人らの２００９年１

１月３０日付け控訴理由書の１１１頁 第３部で主張したとおりであるが、少

なくとも、上記の八ッ場ダム建設に関する各計画等の内容の適否が、本件訴訟

で直接審理される必要がある。 
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（３）そして、上記計画等を作成したのは、国土交通省であるところ、本件訴訟で

の被控訴人らの原審での主張は、独自の主張ではなく、国の八ッ場ダム建設計

画に関する説明を引用しているものに過ぎない。また、今後も同様の主張立証

にとどまるものと考えられる。 

（４）そこで、上記各計画等の内容の適否を的確に審理するためには、その作成責

任者である国土交通大臣を、本件訴訟に参加させる必要がある。 

３ 控訴人らの主張について 

（１）控訴人らは、２００９年１１月３０日付け控訴理由書の１１２頁以下で、東

京都が八ッ場ダム建設計画に負担金を支出するのは、以下の事由により違法で

あることを主張している。 

ア 国の都に対する受益者負担金の納付通知は，河川法６３条に基づくもので

あるところ、同条は，東京都が八ッ場ダムによって，「著しく利益を受ける」

ことを要件としいているにもかかわらず、八ッ場ダムは、この要件を充足し

ていない。 

イ 八ッ場ダムは、河川法３条２項に定める河川管理施設としての客観的効用，

すなわち「河川の流水によって生ずる公利を増進し，又は公害を除却し，若

しくは軽減する効用を有する施設」としての性状と機能を備えている必要が

あるところ、八ッ場ダムは、ダムサイトの危険性、地すべりの危険性がある

ため、そもそも、河川法の求める河川管理施設としての客観的効用がない。 

ウ 八ッ場ダム建設は，河川法に基づき，治水対策のためのダムとして計画さ

れているところ，かかるダム建設計画自体に，治水対策上の合理性が認めら

れることが必要であるのに、八ッ場ダムには治水対策上の必要性がない。 

エ 八ッ場ダム建設計画は、環境保護法令に適合していない。 

（２）このうち、八ッ場ダムに治水対策上の必要性がないことについては、控訴理

由書の１３２頁第４部で詳述したが、その概要は、以下のとおりである。 

ア 国土交通省が、八ッ場ダム建設計画にあたって、基本高水流量を毎秒２万
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２０００㎥としていることは、過大であり、誤りである。 

イ 国土交通省が、カスリーン台風が再来した場合の洪水流量毎秒２万２００

０㎥の算出に使用した流出計算モデル（貯留関数法）には科学性が乏しく、

そもそも、国土交通省は、その計算の結果しか示さず，その検証の内実を明

らかにしていない。 

ウ 国交省・関東地整の利根川の流出計算では，カスリーン台風が再来しても，

現況の断面・洪水調節施設では，八斗島のピーク流量は毎秒１万６７５０㎥

にとどまり（甲Ｂ第３９号証），八斗島の下流（利根川中流部）は計画高水

流量（毎秒１万６５００㎥）では溢れない状態に堤防は概成しているのであ

るから，同地点下流での洪水を調節するための八ツ場ダムは不要である。 

エ 八ツ場ダムは、八斗島下流域の流量・水位低減のために不要であり、かつ、

仮に八斗島上流域に氾濫の危険があるとしても，同ダムは氾濫防止の機能を

果たすことはない。  

オ 昭和２２年のカスリーン台風洪水の再来に対して八ッ場ダムの治水効果

がゼロであることは国土交通省の計算によって明らかになっている。 

（３）また、控訴人らの控訴理由書提出後、以下のとおり、治水対策上の必要性が

ないことを基礎づける事実が、次々と明らかになっている。 

ア ２０１０年３月３１日付け控訴人準備書面（１） 

（ア）八斗島地点毎秒２万２０００㎥の誤り（現地再調査による堤防改修の不

存在等） 

（イ）国土交通省の、森林土壌の貯留機能の過小評価による流出計算の水増し 

イ 平成２２年９月３日付け控訴人準備書面（２） 

（ア）国土交通省が、２万２０００㎥の根拠とした、全流域、一律の飽和雨量

４８ｍｍ、一次流出率０．５ の誤り 

（イ）国土交通省の貯留関数法による算定の誤り〔関良基准教授の鑑定意見書

（甲Ｂ１２８）等〕 
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（ウ）利根川上流域の森林保水力は全国平均以上であり、「飽和雨量」に相当

する流域貯留量は、「１０８～１６０ｍｍ」である 

（エ）飽和雨量１００ｍｍを前提にすれば、ピーク流量は、１万５０００㎥に

満たない 

ウ 平成２３年４月２７日付け控訴人準備書面（５） 

（ア）馬淵国土交通大臣（当時）は、「２２，０００トンありきの検討」を「所

管大臣としてお詫び」した 

（イ）国土交通省は、河川整備基本方針検討小委員会に虚偽情報を与え、「２

２，０００トンありき」の検討を行ったのであり、かかる検討の結果、策

定された「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」計画には重大な瑕疵がある 

エ 平成２３年４月２７日付け控訴人準備書面（６） 

（ア）基本高水のピーク流量算出についての国土交通省の説明の変遷 

（イ）調査嘱託に対する関東地方整備局長河川部河川計画課長（当時）の「回

答」（甲５７の４）は虚偽公文書である 

（ウ）昭和５５年策定の「利根川水系工事実施基本計画」は実質不存在である 

（エ）利根川水系工事実施基本計画及び同河川整備基本方針には、明白かつ重

大な瑕疵がある 

オ 平成２３年９月３０日付け控訴人準備書面（８） 

（ア）日本学術会議の「回答」（甲Ｂ１４７）の誤りと矛盾（河道貯留量、氾

濫量等） 

（イ）日本学術会議の谷・窪田分科会委員の流出モデルの方が、「回答」より

も事実に忠実である 

（ウ）関准教授の鑑定結果（甲Ｂ１４６）では、「八斗島地点毎秒１万６６０

０㎥」である 

（エ）国土交通省の新氾濫図（甲Ｂ１５８）は架空の氾濫である 

（オ）カスリーン台風洪水のピーク流量は、毎秒１万３５００～１万５２００
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㎥と推定されてきていた（甲Ｂ１８） 

カ 平成２４年１月２７日付け控訴人準備書面（９） 

（ア）日本学術会議の「回答」（甲Ｂ１４７）では、カスリーン台風の八斗島

地点での実績流量は検証されていない 

（イ）日本学術会議の「回答」（甲Ｂ１４７）では、国交省の氾濫流量推計報

告書（甲Ｂ１５８）を前提とする議論は不可能であった＝実績流量１万７

０００㎥と計算流量２万１１００㎥との乖離は、氾濫では説明できない 

（ウ）上記乖離は、河道貯留では説明できない 

（エ）日本学術会議の「回答」（甲Ｂ１４７）では、２万㎥規模の洪水に対す

る計算手法として適用できるかが未確認の流出計算手法によって、計算流

量の結論が出されている 

（オ）利根川流域の森林土壌の保水力は、現今では、カスリーン台風時の５倍

程度になっている 

（カ）「八斗島地点毎秒１万６６００㎥」となった関准教授の計算モデル（甲

Ｂ１６４）は、国交省新モデルよりも、決定係数（近似値）が高く、より

信用性が高い 

４ 上記控訴人らの主張については、八ッ場ダム建設計画を策定し、推進しようと

している国土交通省による訴訟参加がなければ、審理判断ができないことは明ら

かである。 

すなわち、八ッ場ダム建設計画を直接策定したのではない被控訴人らには、控

訴人らの上記各主張について、独自には認否も反論もできず、せいぜい、国土交

通省の説明を引用することができるに過ぎないと考えられる。 

５ 以上から、地方自治法２４２条の２第１１項、行政事件訴訟法４３条３項、４

１条、２３条に基づき本申立てを行う。 

以上 


